
１

申出人が用意する書類 ～ 添付書面①（総論） ～

★ 申出書及び実質的支配者情報一覧（実質的支配者リスト）を作成
したら、添付書面を用意する必要があります。

★ 主な添付書面としては、以下のものがあります。
(A) 実質的支配者リストの内容を証する書面
(a) 必ず添付しなければならないもの（次のａ～ｃのうちから１つ）
ａ 申出会社の申出日における株主名簿の写し
ｂ 申出会社の申告受理及び認証証明書
ｃ 申出会社の法人税確定証明書別表二の明細書の写し

(b) 添付が任意であるもの
① 支配法人の申出日における株主名簿の写し等
② 実質的支配者の本人確認書面

(B) 代理権限を証する書面（委任状）
(C) 申出会社の代表者の本人確認書面

※ 申出書等の様式及び記載例は岡山地方法務局のホームページに掲載しています。
（https://houmukyoku.moj.go.jp/okayama/page000001_00156.html）



２

申出人が用意する書類 ～ 添付書面②（リストの内容を証する書面）～

(A) 実質的支配者リストの内容を証する書面
(a) 必ず添付しなければならないもの（次のａ～ｃのうちから１つ）
ａ 申出会社の申出日における株主名簿の写し
ｂ 公証人が発行する申出会社の「申告受理及び認証証明書」
（設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。）
ｃ 申出会社の法人税確定証明書別表二の明細書の写し
（申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもので、設立後
最初の事業年度を経過している場合に限る。 ）

(b) 添付が任意のもの（添付する場合には次の①ａ～①ｃから１つ）
①ａ 支配法人の申出日における株主名簿の写し
①ｂ 公証人が発行する支配法人の「申告受理及び認証証明書」
（設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。）
①ｃ 支配法人の法人税確定証明書別表二の明細書の写し
（申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもので、設立後
最初の事業年度を経過している場合に限る。 ）

※ 上記書面を添付した場合には、「実質的支配者該当性の添付書面」
欄に記載してください。



３

申出人が用意する書類 ～ 添付書面③（株主名簿の写し（ひな形））～

【会社法１２１条】

株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項（以下「株主名簿記載事項」
という。）を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数（種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び
種類ごとの数）

三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式（株券が発行されている
ものに限る。）に係る株券の番号

これは、あくまでも一例であって、会社法
１２１条に掲げる事項が記載されていれば、
様式は問いません。



４

申出人が用意する書類 ～ 添付書面④（株主名簿の写し（例１）） ～

【例１】申出会社（第一電気機器株式会社）の代表者（法務太郎）が、当該申出
会社の議決権の１００％を直接有している場合

申出会社の申出日における株主名簿の写し



５

申出人が用意する書類 ～ 添付書面⑤（株主名簿の写し（例２－１）） ～

【例２】申出会社（第一電気機器株式会社）の議決権の総数の４０％を法務太郎が
直接保有し、同総数の２６％を法務三郎が直接及び間接（直接：６％、間接：
２０％）に保有している場合

申出会社の申出日における株主名簿の写し



６

申出人が用意する書類 ～ 添付書面⑥（株主名簿の写し（例２－２）） ～

支配法人の申出日における株主名簿の写し



７

申出人が用意する書類 ～ 添付書面⑦（別表二の写し（ひな形））～



８

申出人が用意する書類 ～ 添付書面⑧（別表二の写し（例）） ～

【例】申出会社（第一電気機器株式会社）の代表者（法務太郎）が、当該申出
会社の議決権の１００％を直接有している場合



９

申出人が用意する書類 ～添付書面⑨（申告受理及び認証証明書（ひな形））～



１０

申出人が用意する書類 ～ 添付書面⑩（留意点） ～

★ 実質的支配者情報一覧（実質的支配者リスト）の記載と添付書面の
記載とで内容が合致しない場合には、その理由を明らかにする書面を添付
してください。
【「内容が合致しない場合」の例】
・会社法第１０９条第２項の規定による定款の定めにより議決権を行使することができない者がいる場合
・会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有しない者がいる場合
【「その理由を明らかにする書面」の例】
・定款
・実質的支配者情報一覧と株主名簿の写し等の添付書面の内容とが合致していない旨が記載された代表者
の作成に係る証明書（代表者の記名があれば足り、その押印は不要です。）

※ 上記「理由を明らかにする書面」を添付しても、実質的支配者リストの添付
書面欄には記載しないでください。

★ （Ａ）（ａ）及び（ｂ）①の写しの取扱いについては、代表者による
原本と相違ない旨の証明や割印等をすることは不要であり、原本を複写して、
そのまま申出書に添付することで差し支えありません。
★ 実質的支配者情報一覧に記載されている事項の裏付けとなる事項が当該
添付書面の記載から判明する限り、その抜粋でも差し支えないと考えます。



１１

申出人が用意する書類 ～ 添付書面⑪（実質的支配者の本人確認書面）～

(A) 実質的支配者リストの内容を証する書面
(b) 添付が任意であるもの
② 実質的支配者の本人確認書面
実質的支配者情報一覧（実質的支配者リスト）に実質的支配者と
して記載された者の氏名及び住居と同一の氏名及び住居が記載されて
いる市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書（当該実質的
支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。）

※ 上記書面を添付した場合には、「実質的支配者の本人確認の書面」欄
に記載してください。

【具体例】
● 住民票記載事項証明書（住民票の写し）
● 運転免許証の表裏両面のコピー（当該実質的支配者が原本と相違ない旨を
記載し、記名したもの）

● マイナンバーカードの表面のコピー（当該実質的支配者が原本と相違ない旨を
記載し、記名したもの）
※ 「個人番号」が記載されているマイナンバーカードの裏面のコピーは添付できません。



１２

委任状に登記所提出印による
押印がない場合には、申出会社の
代表者の本人確認書面（住民
票の写し、運転免許証の両面
コピー等）を添付してください。

申出人が用意する書類 ～ 添付書面⑫（委任状） ～

代理人の住所・氏名を記載してください。

申出会社の登記事項証明書の記載を
参考に記載してください。

申出会社の代表者個人の住所を
記載してください。

(B) 代理権限を証する書面（委任状）



１３

申出人が用意する書類 ～ 添付書面⑬（申出会社代表者の本人確認書面）～

(C) 申出会社の代表者の本人確認書面
【保管及び写しの交付の場合】
申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合を除いて、申出書に
記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認
書面を添付してください。
【再交付の場合】
次の①及び②の場合を除いて、申出書に記載した申出会社の代表者の
氏名・住所を確認することができる本人確認書面を添付してください。
① 申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合
② 申出会社の本店の所在場所に宛てて送付する方法により写しの
交付を求める場合
【具体例】
● 住民票記載事項証明書（住民票の写し）
● 運転免許証の表裏両面のコピー（当該申出会社の代表者が原本と相違ない
旨を記載し、記名したもの）

● マイナンバーカードの表面のコピー（当該申出会社の代表者が原本と相違ない
旨を記載し、記名したもの）

※ 「個人番号」が記載されているマイナンバーカードの裏面のコピーは添付できません。


